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第 8次長崎県医療計画の策定にあたつて

長崎県は、江戸時代から、シーボル トによる医学の伝習、日本初の西洋式近代病院である「′」ヽ島療養所」

の開設など、日本における近代医学の幻駆けとなつた場所です。また、こうした古くから海外との交流に

培われた独特な文化をはじめ、風洸明媚な自然、数多くの島々など、水産、観光をはじめとする様々な資

源に恵まれた県でもあります。

一方で、全国的な少子高齢化の波は本県も例外ではなく、特に若年層の減少が顔者になつています。高

齢化の進行は全国より早く、2030年には 65歳以上の高齢者の割合が 370/0を占めると推計されていま

す。このような社会構造の変化に対応し、県民が住み隠れた地域κ安心して暮らしていくためには、必要

1邑応していつでも適切な医療を受けられることが不可欠です。

県では、令和 3年 3月に策定した「長崎県総合計画チェンジ&チヤレンジ 2025」 において、県政の基

本的な方向l生を示したうえで、保健、医療、福祉分里訂こおける施策を体系的に推進するため「長崎県福祉

保健総合計画 (ながさきほつとプラン)」 を策定し、「一人ひとりをきめ細かく支える保健 。医療・介護・

福祉サービスが受けられる体制の整備」を推進しています。

「長崎県医療計画」は、こうした県の方向陛に沿つて、医療分里訂こおける具体的な方針を示すものです。

今回の計画は、第8次の計画として策定し、2029年度 (令和 11年度)までの 6年間を計画期間として

います。

また、高齢化の進展による医療三―ズの変化や人口減少による労働力人口の減少、並びにと也域の
~夫
情を

踏まえた効率的・効果的な医療体制の構築、新型コロナウイルス感染症対醐 ‖を踏まえた新興感染症

及び通常医療提供体市」の確保等をポイントとして挙げ、施策の方向l生と、その成果を評価するための具体

的な指標を示しています。

施策の方向生の実I見にあたつては、県や医療、介護関係者はもとより、県民が―体となつて取組を進め

ていくことが必要でありますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

結びに、本計画の策定にご協力いただいた長崎県囚療審議会、長崎

県保健医療対策協議会、各地域の地域保健医療対策協議会の委員を

はじめとする関係者の皆様、貴重なご意見をいただきました県民の

皆様に対しまして深く感謝申し上げます。

令和 6年 3月

長山奇縣 日事 ス 厖  賛 奉
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